
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平

成

二

十

年

六

月

十

日

参

議

院

経

済

産

業

委

員

会

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

規
制
の
対
象
と
な
る
商
品
・
役
務
に
つ
い
て
政
令
指
定
方
式
か
ら
原
則
適
用
方
式
へ
転
換
し
、
消
費
者
被
害
の
後
追
い
か

ら
脱
却
す
る
と
い
う
法
改
正
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
適
用
除
外
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
規
制

の
す
き
間
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
改
正
法
の
施
行
状
況
を
十
分
に
監
視
し
、
新
た
な
被
害
の
発
生
及
び
拡

大
の
防
止
の
た
め
の
迅
速
な
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
適
用
除
外
の
範
囲
に
つ
い
て
適
宜
適
切
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

二

訪
問
販
売
に
お
け
る
再
勧
誘
の
禁
止
及
び
過
量
販
売
に
よ
る
契
約
の
解
除
等
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

の
実
効
性
及
び
事
業
者
の
予
見
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
用
意
す
る
こ
と
。

ま
た
、
支
払
可
能
見
込
額
の
調
査
に
際
し
て
は
、
利
用
者
の
個
人
情
報
の
収
集
を
必
要
か
つ
十
分
な
最
小
限
の
も
の
に
と

ど
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
管
理
に
万
全
を
期
す
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。
な
お
、
健
全
な
取
引
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
に
過
度

な
負
担
を
与
え
な
い
こ
と
や
個
人
情
報
の
保
護
等
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
業
態
を
越
え
た
信
用
情
報
の
相
互
利
用
の
推
進
な

ど
実
効
的
な
過
剰
与
信
の
防
止
を
図
る
た
め
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

三

認
定
割
賦
販
売
協
会
、
訪
問
販
売
協
会
等
に
よ
る
自
主
規
制
機
能
を
強
化
す
る
に
当
た
り
、
当
該
組
織
の
透
明
性
及
び
規

制
の
実
効
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
加
盟
店
管
理
や
被
害
者
救
済
等
に
係
る
制
度
の
整
備
を
促
し
、
悪
質
業
者
の
排
除
等
業
界

全
体
の
一
層
の
健
全
化
に
向
け
た
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
。

四

消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
及
び
救
済
の
た
め
に
は
、
消
費
者
行
政
の
第
一
線
に
お
い
て
消
費
者
か
ら
の
相
談
、
苦
情
処
理

及
び
紛
争
解
決
、
消
費
者
に
対
す
る
情
報
提
供
、
啓
発
及
び
消
費
者
教
育
を
担
う
、
地
方
自
治
体
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
及

び
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
機
能
の
充
実
・
強
化
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
れ
に
要
す
る
予
算
及

び
人
員
確
保
を
国
の
責
任
に
お
い
て
措
置
す
る
こ
と
。

ま
た
、
法
改
正
の
実
効
性
を
上
げ
る
た
め
、
関
係
省
庁
、
地
方
自
治
体
、
警
察
、
消
費
者
団
体
等
と
の
緊
密
な
連
携
体
制

を
一
層
整
備
す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
法
の
執
行
体
制
の
充
実
・
強
化
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

五

近
年
、
商
品
、
役
務
、
取
引
形
態
等
の
多
様
化
及
び
複
雑
化
に
伴
い
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
も
複
雑
化
、
広
域
化
し
て
い
る
現

状
を
踏
ま
え
、
店
舗
に
お
け
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
取
引
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
、
マ
ル
チ
商
法
等
を
め
ぐ
る
課
題
へ
の
対
処
を

含
め
、
政
府
全
体
と
し
て
、
消
費
者
被
害
防
止
の
た
め
の
制
度
全
般
に
わ
た
り
、
点
検
及
び
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


